
GHQの占領期放送政策
~電波監理委員会の成立経緯~

放送情報調査部

向後英紀
要約

195C年 6月.電波行政を公正に行うための機関として，総理府の外局に合議制の行政委員会が設置された。
電波慌理委員会と呼ばれるこの機関は，占領l別後半，日Il産の末にようやく誕生したが.1952年41'1.対日平和
条約が発効して日本が独立するとま也なく廃止された。わずか2年 2か月の命だった。
電波監理委員会は，日本の敗戦にfi'い，アメリカを主体として組織された迎合国の占領政策実施機関
(GHQ)が断行した放送制度改革の一環として生れた。 GHQは1947年10円I 日本の放送政策に関する基本文m

を日本側関係者に提示し，その中で，放送を管理するため行政府から独立した自治機関を創設するよう示唆し
た。電波監理委員会の淵源はこの自治機関に求められる。監理委員会創設に至る過程で 日本政府は委員会の
機能，とりわけ内聞からの独立性についてGHQに執助に抵抗し.j最終的にはマソカーサー諮問で決着が図られ
た。
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I序論

日本の放送は，敗戦にともない迎合国軍最高司

令官総司令部 (GHQ'SCAP.以下GHQと略記)

によって実施された占領管理の下で大きな変貌を

遂げた。 GHQは，放送を非軍事化と民主化という

占領目的を達成するための手段として活用すると

ともに，放送そのものを民主化の対象として捉

え，放送制度改革にも着手した。

占領期の放送政策には，大別して番組検閲，番

組指導，放送制度改革の 3つの側面があった。前

2者は占領開始と同時に明確な形で積極的に展開

されたが，放送制度改革について l 日本側に基本

的な政策が示されるのは，占領開始2年後の1947

年10月のことである。

その聞の事情を物語る資料として， GHQが1947

年 9月に作成した「日本の放送に関する政策の実

施J (Implementation of Policies Relating to Japa. 

nese Broadcasting) と題する文書は ι 重要な意味

を持っているように思える。同文書は言う。占領

初期，社団法人日本放送協会を改組することで，

日本における放送事業の改普は達成されると考え

られたが，それは「便宜上要請された瞥定的な政

策でしかなかった。あの時点では正しかったかも

しれないが，日本の将来の放送の民主化、進歩発

展という目的を達成するうえで適切な政策とは言

えない。瞥定的ではなく，基本的な政策が必要な

時期が到来しているのである」。

この文書を基に， GHQの関係部局でさらに討議

が重ねられた結果， 1947年10月16日l その内容が

日本政府に提示された。それは，放送行政を専管

するため行政府から独立した自治機関を創設する

こと，放送協会を公共機関に改組するとともに

経済状態が許す時期が来た場合，民間放送会社の

設立を認めるというものであった。

=の自治機関が好余曲折を経た上で，放送局に

対する免許付与など電波行政全般を専管する合説

:liiJの行政委員会，すなわち電波監理委員会へと発

展してL、く。放送行政は独任制から委員会方式に

よる合議制へと大転換を遂げた。本稿は， GHQ文
書を中心に，この電波監理委員会の成立過程につ
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いて盤理することを目的としているロ

11戦時下の対日放送政策

1 国務省から 3省調整委員会まで

(1) イギリス型放送システムの導入

占領開始前，アメリカ政府は戦時下のワシント

ンで日本の放送制度について，どのような政策を

策定していたのであろうか。

放送制度そのものを専門的に扱った文書は見あ

たらないが， 1944年6月，国務省極東地域委員会

(Inter-Divisional Area Committee on the Far 

East)で作成された文書「日本占領公衆向け情

報・表現のメディアJ (Japan Occupation: Media 

of Public Information and Expression) 1)では，ラ

ジオが取り上げられている。同文替は本土決戦で

日本が降伏した場合を想定し，放送管理について

次のように記述している。

まず軍政府が社団法人日本放送協会(以下.

放送協会と略記)の放送施設を接収し，占領管

理に必要な最低限の情報を軍政府が自ら放送す

る。その要領は，放送協会が r2・26事件」

の際に実施した放送体制を参考にすればよい。

その後，状況が安定し次第，友好的日本人の協

力を得て，日本人の好みに合った番組を放送す

る。

占領開始後早い時期に，放送施設を放送協会

に返還するとともに，放送の運用は軍政府の管

理の下で日本政府の機関が実施するすることが

可能だと思われる。放送を日本政府機関の管理

下に置くのは，それによって日本の放送が，イ

ギリスの放送システム(政府の管理は受ける

が，政治権力からは独立している)と同じもの

に発展する機会が与えられることになるからで

ある。

この文討にはその後，軍政府は既存の放送施設

を分古IJJ..， ，民間企業に売却する方途も考慮すべき

だという方針が盛り込まれ， 1944年10月，国務省

の政策決定機関としては最もハイレベルの委員会



   

    

 
 

である戦後計画委員会 (Post-WarPrograms Com-

m 仕ee，委員長・国務長官)に提出されて承認を

得た目。

(2) 聴取料以外の財源の検討も

「日本占領.公衆向け情報・表現のメディァ」

を基に，さらに1945年4月から国務・陸・海軍3

省調整委員会 (State-War-N avy-Coord i nating 

Committee) 3)の極東小委員会で「公衆向け情

報・表現のメディアの管理J (Con廿01ofMedia of 

Public Information and Expression) と題する文書

が作成された。同文書は数次にわたり改正されて

いるが， 1945年8月20日付け文書りでは，放送協

会施設の民間企業への売却という項目は削除さ

れ，放送聴取料制度は継続する，聴取料に代わる

放送財源の確保は禁止しないという表現に改めら

れた。

同文書はさらに，軍政府から返還を受けた放送

協会が，そのまま独占的放送事業を継続すべきか

どうかについては，現時点で決定することは不可

能である。日本においてイギリス型の独占的放送

システムを発展させていくかどうかは，情報独占

に関するアメリカ政府の政策，他国の放送制度，

日本人の希望などを考慮に入れた上，現地の状況

に照らして判断する必要があると述べている。

以上が，戦時下，ワシントンにおける対日放送

政策の概要である5)。少なくとも，これらの文書

でみるかぎり，戦後日本の放送制度について句例

えば，アメリカの放送制度に模した競争原理を導

入するといった原則が確立されていたとは考えら

れない。このことは，番組検閲の分野について

は l 例えば「日本における民間検閲基本計画」

(Basic Plan for Civil Censorship in ]apan) ，また

番組指導については「日本人の再教育に関する積

極的な政策J (Positive Policy for Reorientation of 

the J apanese) とL、った基本文書が存在していた

のと対照的である。事実，放送制度政策について

は， I日本占領.公衆向け情報・表現のメディ

ア」がいみじくも指摘しているように，現地の状

況に照らしつつ策定されたのであり，政策決定ま

でに約2年を要したのである。
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111 GHQの放送政策

1. GHQの放送管理

(1) 占領初期の放送管理

GHQの放送管理は，降伏文書調印式がアメリカ

の戦艦ミズーリ号艦上で行われた1945年9月2日

から開始された。 GHQは調印式にひきつついて発

した指令第 l号付属一般命令第 l号(第百号b

項)および翌 3日の指令第 2号(第E部第15項a
項の(1)およびb項)によって，放送を含む切の

無線通信施設を現状のまま保全し運営するよう命

じた。

また，指令第 2号第V部第 5号で放送協会の海

外放送のうち，外国語放送の禁止を指令，つづい

て9月10日にはGHQの口頭命令により"日本語

の放送も禁止された。

さらに， 9月10日の「言論及び出版の自由に関

する党書J (CIS作成)を皮切りに，放送に関連

するものとして以下の覚書が出された。

9月14日 「海外l皮送の再開要求に関する党

書J (G-2)" 
9月20日 「プレス・コードに関する覚書J

(CIS) 

9月22日 「ラジオ・コードに関する覚書」

(CIS) 

9月24日 「新聞の政府からの分雌に関する党

書J (CIS) 

9月27日 「新聞および言論の自由についての

追加措置に関する党書J(CIS) 

10月4日 「政治的，市民的，および宗教的自

由の制限の除去に関する覚書」

(CIE) 

11月初日 「無線通信の統制lに関する覚書」

(CCS) 

1946年2月13日 「地方ラジオ放送の検問に関

する党書J (CIS) 

これら一連の覚書により， GHQは占領政策を阻

害する要因を除去するとともに，放送に対する政
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府のコントロールを排除した。

(2) 放送管理機構

GHQを構成する部局のうち，放送政策に深く関

与したのは番組検閲を担当したCCD(Civil Cen-

sorship Detachment，民間検閲支隊) ，番組指導

をtB.当したCIE(Civil Information and Education 

Section，民間情報教育局) 8)放送制度を担当し

たCCS(Civil Communications Section，民間通信

局)である。

CCDは軍事を担当する参謀第 2部 (G-2，諜

報および対敵諜報担当)に属し，一方でCIS

(Civil Intelligence Section，民間諜報局)とも関

係を持つという被雑な存在であった 910 CIE， 

CCSおよびCISはいずれも民事担当の特別部局と

して設立された。特別部局ではこのほかGS

(Government Section，民政局) ， LS (Legal 

Section，法務局) I 0) が放送制度面， ESS 

(Economic and Scientific Section，経済科学局)

が聴取料や放送資材面でそれぞれ関与した。

特別部局は， 1945年10月2日に設置されたが，

このうちESSは1945年 9月19日， CIEは9月25

日，それぞれ米太平洋陸軍総司令部の一部として

設置されている。

なお， GHQのほかに，迎合国の対日管理の最高

決定機関として，ワシントンに極東委員会 (Far

Eastern Commission) ，また，東京には迎合国軍

最高司令官の諮問機関として I アメリカ，英迎

邦，中国，ソビエトの 4か国から成る対日理事会

(Allied Council for Japan)がそれぞれ設置され

た。

(3) CCSの機能と組織

放送制度面を担当したCCSは，米太平洋陸軍の

通信隊 (SignalCorps) を母体として， 1945年10

月2日，日本の民開通信の利用および再建に関す

る政策を立案する乙とを目的として設立された。

その機能は，日本における通信システム l 通信産

業，通信に関する研究所・学術団体の調査を行う

とともに，日本の経済の要求を満たす通信ンステ

ムに必要な原材料を算出，確保し，通信システム

を構築することとされた。
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組織は句占領期間中要員の移動，規模の縮小な

ど変化がみられたが，基本的には電報電話，放

送，囲内無線，国際無線，郵便，産業，調査の各

課で構成された。

このうち，電波監理委員会設置を含む放送制度

政策に関わったのは放送および調査課である。放

送課が放送制度政策を立案し， CCSとしてのコン

センサスが得られた後，調査部がGHQの他の部局

と折術L-， GHQ全体としての政策が決定されると

L、う仕組みになっていた。

2， 単一放送組織の維持

(1) 政府の新放送会社設立構想

GHQが日本政府に対して，政府と放送の分離な

どを命じた一連の覚書を発していた頃，逓信院は

放送協会のほかに，新たに民開放送局を開設する

方針を固めた。 GHQの主体となっているアメリカ

が営利を目的とした商業放送を導入し，その結

果，場合によっては放送協会が解体されるのでは

ないかと懸念した逓信院は，アメリカ側が放送政

策を打ち出す前に，放送協会の基本である聴取料

制度を温存し，別にアメリカ式の商業放送を設け

ることにしたと言われる山。

この方針に基づいて1945年9月19日，逓信院電

波局を中心に「民衆的放送機関設立ニ関スル件」

が起案され，同25日に閣議諒解を得た12)。その内

容は次のとおりである。

「民衆的放送機関設立ニ関スル何」叩

第一方針

溌刺タル民衆的放送ノ実現ヲ図Jレ為全波受信

機ノ解禁ヲ機ニ現存ノ日本放送協会ノ外ニ左

記要領ヲ以テ新放送会社ノ設立ヲ許可スルモ

ノトス

第二要領

一，組織

株式会社トシ受信機製造会社，新聞社，演劇

映画会社，レコード会社，配電会社，百貨庖

其ノ他放送事業ニ関辿7)レ者ヲ株主トス

二，資本金

500万円(必要アルトキハ増額ス)



 
 

 

三，放送設備

1 ，短波放送

東京ニ短波送信機10キロ機2台ヲ設ケ二

波長同時送出ヲ行70 但シ右実現迄ハ国際

電気通信株式会社ノ設備ヲ借用スルモノト

ス

2，中波放送

中波送信機ヲ東京，名古屋，大阪，福岡

及札幌ニ設置スルモノトスJレモ必要ニ依リ

日本放送協会ノ施設ヲ利用スルモノトス

(右送信ハ各10キロワットトン設備未完成

ノ地ニ於テハ差向500ワ y ト送信ヲ実施

ス)

四，事業

1 ，一般放送

2，広告放送

3，受信機販売其ノ他ノ附帯業務

五，収入

1 ，広告放送料

2，附帯業務収入

聴取料ノ、之ヲ徴収セズ。但シ欠損ヲ生ジ

タJレ時ハ品資者ヨリ受益程度ニ応、ジ賦課金

ヲ徴スルモノトス

六，監督

電波統制関係ニ於テ所要ノ監督ヲ行フ外ハ

努メテ自由溌刺タJレ事業運営ヲ行ハシム

備考

(ー) 将来ノ、本会社ニ超短波放送，テレ

ビジョン放送ノ許可ヲ為スコトヲ考慮ス

(二) 日本放送協会ハ差当リ現在ノ形態

ヲ持続シ必要ニ応ジ将来所要/改善ヲ加

7)レモノトス

このうち，放送設備の項の 2の中波放送につい

ては，当初，新放送会社に放送協会の第 2放送の

施設を貸与し，第 l放送を放送協会，第 2放送を

民間放送に分けるという表現(放送協会の番組部

門の分割)を使うつもりであったが，それでは

GHQの了解を得られないととを考臆して断念した

とL、う，<}。
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(2) CCD，新放送会社設立を支持

1945年9月28日，電波局長・宮本吉夫はこの案

を携えてCCDを訪れ， r私的および公的な立場」

で話し合いたいと申し入れた。これに対してCCD

は，との件は通信と技術迎用を担当している米陸

軍通信隊と調整する必要があると述べた。

日本側から新放送設立案を示されたCCDは，通

信隊， CIEおよびESSに対し， CCDは「検閲とい

う立場からみて旧，また言論の自由を促進すると

いうGHQの政策からみて，早期に放送局を新設し

放送協会と競争させることが望ましい考える」と

いうコメントを付した文書を送付した叫。

10月3日， CCSゲスト大佐 (CoI目W.Guest)， 

CIEダイク大佐 (Col.KennethDyke) ， CCDパー

キンズ中佐 (Comdr.C.Perkins)ほか 2名との問

で句放送に関するGHQ関係部局の役割分担につい

て検討が行われた。おそらく，新放送機関設立の

申し入れを契機に， GHQ側の受け入れ体制を挫備

するためだったと推察される。その結果， CIEが

番組政策(番組制作および番組モニター) ， CCD 

が番組検閲， CCSが放送施設・機材の盤備をそれ

ぞれ担当することで合意をみた問。この時点で

は， CCSの任務はCIEおよびCCDに対し技術的な

支援を行うこととされ，放送制度について明確な

権限は与えられていない。というより， GHQ内で

放送制度を専管する部局がどこにもないという状

況の中で l 日本側から新放送会社設立梢想が持ち

込まれたということになる。

(3) 77'イン・プラン?

1945年10月8日‘宮本電波局長は電波課長・網島

毅，監理課長・荘宏を帯同してCCDを訪れ，新放送

会社構想を説明した。 GHQからはCCD7ーパ一大

佐 (Col.Donald Hoover) ， CCDライアン少佐(Lt

Comdr. William Ryan) ， CIEダイク大佐， CCSゲス

l大佐， CCSハンナ一大佐 (Col.Paul. Hannah) ， 

ESSベル (Mr.GeorgeBeIl) ， ESS;"-ュミットリン

ガ一大尉 (Capt.Schmittlinger )らが出席し，質疑

応答が行われた。

ごの会議の模様については，その概略を伝えた

日米双方の資料がいくつかあるロまず，日本側資

料では，約2時間にわたる会議の結論として，ダ
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イク大佐が「これはFinePlanだ。司令部の中で検

討してなるべく日本側の希望に添うようにし，来

週中には回答したL、」と述べた凶とあるロ一方，

GHQ資料は，ダイク大佐の発言要旨を次のように

記録している問。

占領下という緊急時においてラジオは，日本

人の梢神回復に重要な役割jを果している。しか

し，現在の放送施設および受信機では，ラジオ

の機能はどうみても平常時の半分以下しかな

¥ ¥， GHQがまずとるべき措置は，ラジオの機能

を平常時の状態に戻すことであり，新しい放送

局を設置するかどうかはその後で決定すべきで

ある則。

そして，このダイク発言に対して， GHQ側は参

加者全員が賛成したと，資料は記録している。

フーパ一大佐が日本側に対l.-，新放送会社の計

画については株主リストを付したより具体的な版

概を再提出するよう指示して，会議は終了した。

(4) 電波は国民の財産

日米両国資料に基っくその後の新放送会社設立

に関する推移は次の(5)にゆずるとして，ここで，

10月8日の会議におけるダイク大佐の発言につい

て若干ふれておきたい。ダイク大佐は，戦前，ア

メリカのラジオネットワークNBCの販売部長兼広

報調査担当取締役刊を経験した放送の専門家であ

り，会議にはCIE局長として出席していた。

ダイク大佐は日本における放送の将来像の碓立

の重要性を指摘し，アメリカでは 1電波は国民の

財産であり，政府もそれを認めていると強調した

上で，放送に対する明確な将来像を持たない限

り，放送y ステムに根本的な改革を加えるごとは

できない。将来像を欠いた改革は，単なる改革の

ための改革に過ぎないと述べる。日本が独占的政

送を行ってきた放送協会のほかに，新しい放送会

祉を設立することは，日本の放送が進む方向とし

ては問巡ってはいないであろう。が，それが最終

的に行き着くところは何なのか，放送の将来像は

どういうものなのか。ダイク大佐は，そう問いか

ける。

恐らく，ダイク大佐は「民衆的放送機関設立ニ

関スル件」には，日本における放送の将来像が欠

如していることを指摘したかったのであろう。同

大佐の言う放送の将来像は「電波は国民の財産で

ある」という理念の上に確立されるべきもので

あったに述いなP，そして，これこそが，電波監

理委員会の設置につながる長い道のりの第一歩

だったと言える。

(5) 不鮮明なGHQの民間放送政策

さて， r民衆的放送機関設立ニ関スル件」は，

7ーパ一大佐の指示に基づき， 1945年10月12日，
「新放送組織に関するアウトライン」と改めら

れ，新放送会社の株主となった電気機器メーカ-

24社，新聞社9社，雑誌社5社町劇場および映画

会社 3社，レコード会社 2祉，百貨届 8社のリス

トをNl.-， CCDに再提出された制。

日米両国資料によれば句 10月8日の会議の後の

ilW きは次のような経綿をたどることになる。

まず，日本側資料は， r来週中には回答した

L、」と約束したGHQが問題の重要性を理由に回答

を延伸した上，日本側の催促に対l.-，問題の所管

がCIEからCCSに移されたと説明し， CCSに照会

しでも不明のまま，遂にうやむやになったと記録

している叩。

GHQ資料はどうであろうか。

1945年10Fl14日， CCDから株主リスト I，Jきの

「アウトライン」を送付されたCCSは， 10月20
日， CCDに対し新第 2放送ネットワーク(r民衆

的放送機関」を指す一筆者注)の設立申請は却下

するよう文書で提言した。その理由としてCCS
は，①新不ッ|ワークの財源措置が不十分で，こ

れでは適切な放送サービスは期待できない，②新

ネソトワークの設立によって，現在唯一の放送メ

ディアである放送協会の放送サービスが混信なと

で低下するおそれがある，③新ネットワークは新

聞社とラジオ受信機メーカ主要株主になっている

が，この体制で十分なバブリソクサービスができ

るかどうか また，新聞が放送をコントロールし

ていL、かどうかには疑問が残ると述べた山。

そして， 10月23日， ESSからCCDに対l.-，①入
手可能な資材は，新ネットワーク開設ではなく，
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機能が半分以下に下がっている放送協会の機能回

復に優先的に使用すべきこと，②新ネットワーク

用建設資材は輸入に頼らざるを得ないが，緊急を

要する輸入物資が多く，また，輸入枠には限りが

ある現状ではネ y トワーク用資材の輸入は不可能

という内容の文書を送付した251。

このようにGHQ文書は， 10月8日の会議以来，

CIE， CCS， ESSが新放送機関の設立に反対を表明

したことを記録している。しかし，この件で日本

側との窓口となっているCCDの態度が，新放送機

関支持論(9月28日)から反対論に変化したかど

うかは，今のところ不明である。もし， CCDが支

持の態度を堅持したとすれば， GHQ部内の足並み

が揃っていなかったことになり，日本側資料の記

述と符合する。 10月24日付け朝日新聞に， GHQが
民間資本による放送会社設立を考慮しているとい

う記事(ニューヨーク・ヘラJレド lリビューン

紙東京特派員発)が掲放されているごとからみ

て，乙の時点では， GHQは新放送機関設立に関し

て，tm.度を鮮明にしていなかったことがうかがわ

れる。

(6) CIE報告書「ラジオ」

GHQが新放送機関の設立は考慮しないという見

解を口頭で日本側に伝えるのは，日米会議の 2か

月後のことである。ごの閲， GHQiflllではCIEと
CCSが中心となって，日本の放送システムに関す

る検討が進められ，いくつかの報告書が作成され

た。ここではこのうち， CIE報告書 (1945年11月
6日付け)とCCS報告書 (1945年12月4日付け)

の概略を紹介する。

「ラジオ」というタイトルが付けられたCIE報
告書26)は， CIEラジオ課で作成され，ラジオ課長

に提出されている。同報告書は放送協会の評議員

および部課長 I 法律家，実業家，エコノミス卜，

無線技術者，教育・文化団体の代表者(各界 l

名)で梢成される委員会の設置を提言している。

委員会の任務は放送を規律する法律，放送に影響

を与える経済的諸要因，アメリカ，イギリス，

オース lラリア各国の放送制度等を調査 研究

し，ラジオが一部少数グループの道具ではなく，

国民全体に奉仕することを保障する放送システム

GHQの占領期放送政策

を勧告する乙ととされた。アメリカ，イギリス，

オーストラリア各国の放送制度については， FCC 

(Federal Communications Commission ，米連邦

通信委員会)27)に資料照会の手続きをとる。委員

会はあくまでCIEの諮問機関であり， CIEは委員会

の勧告には拘束されないし，委員会と閉じ調査・

研究をGHQ部内でも平行して独自に行う。

この報告書で興味深いのは，委員会の任務がそ

の後のCCSの任務と酷似している点である。番組

指導を専管したCIEが，占領初期においては放送

制度の分野にも強い関心を示していたことが分か

る。

(7) CCS報告書「日本放送協会の再組織」

CCS報告書割 (作成課名，提出先は明記されて

いなLサは，日本の経済によって支えられる日本

の恒久的放送システムを決定するには，今後さら

に調査・研究を重ねなければならないし，恒久的

放送システムが決定されるまでの間，中間的措置

として放送協会を民主化する措置が必要であると

述べている。

そして，報告書は実業，法律，労働，無線，音

楽，演劇ι 映画，教育，ジャーナリズム，経済な

ど14の分野の代表25人で構成される諮問委員会を

設置することを提言した。委員会の任務は， GHQ 
に対し放送協会会長職に就任する人物を推腐する

こと，日本の将来のラジオ放送のありかたについ

て調査を行うこととされた。

この報告書は，次の点で重要な意味を持ってい

るように思われる。まず，第 1，占領開始後わず

か3か月という時点で，すでにGHQの放送政策の

視野の中に，日本の恒久的放送システムの確立と

いう目的が入っていたこと(この恒久的放送シス

テムは，日本の経済状態が許す時がきたとき，放

送協会以外に新しい放送局を設立することによっ

て完成する)句第 2，放送協会の民主化は，恒久

的放送システムの確立に至る中間的措置として認

識されているととである。すなわち，占領行政の

便宜上司当面，放送協会を民主化したうえで，協

会に独占的放送事業を許可するが，それは，恒久

的放送システムの確立という最終目的からみれ

ば，あくまで中間的措置に過ぎないという認識で
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ある。

CIE. CCS両報告書には.GHQの放送制度改革

に関する基本政策が示されており，その後この基

本政策に沿って，放送制度改革が実施されていっ

たと考ーえてよい。

(8) ハンナー・メモ

1945年12月11日. r日本放送協会の再組織」と

と題するGHQの覚書(1945年12月11日付け)が，

CCSハンナ一大佐から逓信院総裁総前重義に手交

された則。いわゆる「ハンナー・メモ」である。

その際，同大佐は口頭で，これは民開放送を考慮、

しない，という総司令部の意志表示と解すべきで

あると伝えたと言われる刷。

同文書は. r放送協会が政府の強力な統制下に

置かれたため，国民は世論を表現する重要な機関

である放送協会の管理・迎蛍に発言権をもってい

ないJと分析し，ラジオ放送をパブリソク・サー

ビス機関(institutionof public service )とするた

め，放送協会会長の助言機関として，国民各層の

代表者15名から20名の男女で柿成される願問委員

会 (advisorycommittee) を設立するよう命じ

た。同委員会の任務は

・放送協会会長候補者3名を選出 l.逓信院を通

じてGHQにその氏名を提出する

.GHQによって新会長が指定されたあと，会長な

らびに理事会に対し，放送に関する政策事項に

ついて助言する

・放送倫理綱領を作成してGHQに提出する

・放送協会を再組織し，国民が協会の所有に完全

に参加できるようにする

・放送協会の政策は，顧問委員会に諮問したうえ

会長が決定する

こととされた。

この顧問委員会はのち，放送委員会と改称し，

放送スト 31)解決のための斡綻，放送法案の作成 l

番組の改普に関与するなど，放送協会の民主化に

貢献したが.1949年 5月に解散した321。

ハンナー.;/モがCIEおよびCCS報告書を下敷

きにして作成されていることは，一見して明らか

である。

1945年12月19日，ハンナー・メモをめくる逓信
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占領初期放送制度改革関連略史

1945.9.12大阪商工経済会寺田甚吉副会頭，新
放送会社の設立を計画

9.18全波受信機の使用禁止解除
9.25 r民衆的放送機関設立ニ関スル件」

閣議決定
10.16日本放送協会部課長会，逓信系理事

の総退陣・監皆法規の撤廃・経営民
主化など改革案を決議，会長に提出

10目25放送協会一般職員，職員大会開催
10.30放送協会臨時会員総会開催，役員人

事の主務大臣による認可制廃止・評
議員会制など放送事業の自主化民
主化を企図する定款改正案を可決，
過信院に認可申請.12.7認可

11. 1田川大吉郎・伊藤盟ら「民間放送開
始準備会J(国民放送協会).免許申
剖

11. 2寺田甚吉.r想定される今後の日本
放送事業計画H新設せんとする放
送会社の計画案」の 2文書をGHQ
に提出

11.13 GHQ.家庭の半数にラジオ受信機
がゆき渡るよう，生産・配給計画の
立案を政府に指示

11.17亀升貫一郎・山本J忠興ら「市民生活
科学技術協会J.免許申諦

11.21日本放送協会部課長と一般職員か
らなる日本放送協会職員会結成

12. 1東京商工経済会理事長船田中ら，電
通などを中心とする「民衆放送
(株)Jの設立を出願

12. 7過信院・情報局，放送協会の定款改
正を，聴取者の協会機構への参加・
聴取者地域別代表の事業迎蛍への
参画を条件に認可

12.11 CCS. rハンナー・メモ」を逓信院に
手突

12.11毎日新聞社大阪本社，寺田甚吉と新
放送会社設立につき協議し，合流に
決定(r新日本放送」構想誕生)

1946.1.21日本放送協会職員会に代わり.r日
本放送協会従業員組合」結成 2.26 
「日本新開通信放送労働組合」の放
送文部となる

1.22 rハンナー・メモ」に基っく放送委
員会第 l回会議開催

1.22中部日本放送，免許申制
2.20放送協会会長大橋八郎退任



 

院とCCSとの会議で， CCSから放送制度に関わる

政策については， GHQではCCSが所管することが

伝えられ33)以後，放送iliIJ度改革はCCSを中心に

進められ行く方針が示された。

(9) 対日理事会

通信院から「民衆的放送機関設立ニ関スル件」

がGHQに提出されたことを契機に，例えば，既述

のような朝日新聞記事が報道されたこともあっ

て， f占領初期放送制度改革関辿略史」でみるよ

うに，放送協会の自主的改革の試みとともに，一

方では，民間放送局の開設申訪が相次いだことが

注目される。

1945年11月19日に行われたCIEとCCSの会議で

は， f当分の閲，民間放送局の設立は許可しな

L、」というGHQの公式声明を出すべきかどうか検

討されたが3" 結局はハンナー・メモ手交の際，

その主旨が口頭で伝えられたに過ぎな1'，

GHQはその後も，民間放送に関する公式声明を

出さないまま句 CCS放送課が民放開設に関する調

査を続けていたが， 1946年11月29日に「民間・商

業放送局の開局申訪J (Proposals for Private or 

Commercial Broadcasting Companies) とL、う報

告書却が作成された。間報告書は新放送会社の開

局申請が34件に達していると説明した上で，次の

理由を挙げ，民開放送の開設には反対の立場を表

明した。

・新たに周波数を割当てても，現在のラジオ受信

機は性能が悪く句聴取することは難しい

・送信機が不足している

・番組検閲要員が不足している

• CIEの番組指導業務が過重になる

・これまでに申却を出した会社のほとんどの経嘗

者のキャラヲター (character)に問題がある

・現在の経済状態ではよほどの大会社でなければ

商業放送は不可能

・放送協会の再組織が完了していない

GHQはこの件を「放送事業の管理および所有

権」という議題で対日理事会に諮った。対日理事

会では1946年12月11日，同12月23日， 1947年l月

8日の 3固にわたり審議した。その結果句理事会

はイギリス・ソ辿 中国の 3国の一致により，
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GHQの占領j田放送政策

「現段階では単一独占方式の維持に賛成，民間・

I商業放送には反対」の意志表示を行った。

逓信省はCCSの方針，対日理事会の決定などを

勘案し， 1947年3月， f新放送機関の設立は，諸

般の情勢にかんがみ，当分これを許可しないこと

を適当とする」という結論を出した加。

ところで，この件でGHQは対日理事会事務局に

対L-，いくつかの資料を送付しているが，その中

に， CIEが日本のラジオ放送についてまとめた報

告書に付された結論と提言がある371。以下に，そ

の概要を紹介する。

結論

1.現在の放送協会による単一独占放送システム

を，日本における恒久的な放送システムにした

場合，将来，日本政府がこのシステムを反民主

主義的な目的に悪用する危険性があり，その結

果，本来，国民に対して情報，教育，娯楽を提

供するメディアでなければならないラジオの機

能が失われる

2.公的に所有された単一全国放送システムにせ

よ，抱数の放送局が競争する民間・商業放送シ

ステムにせよ，いずれもデメリ y トがあるが，

前者のそれは後者に比べて大きい

3.日本の民間企業は今のとごろ資材と人材に欠け

るが，それでも商業放送の開設を希望している

4. GHQが民開放送に関する政策を決定しない限

り，日本政府は民開放送局の免許は付与できな

提言

1放送資材および放送規制(監首)という観点、か

らみて可能であれば，なるべく早い機会に，免

許iI日lに基づく民間・商業放送に関する政策を確

立すべきである

2放送協会は継続させるが，放送協会を国会に対

して責任を持つ委員会 (commission)の監督下

に置く。この委員会は，少なくとも民開放送が

定着するまでは，放送迎営や番組内容に対する

政府の介入を防止する

3.民開放送を規制(監皆)するため， FCCを模し

た委員会を設立する

ここでは，放送政策が占領行政の便宜上という

視点からだけではではなく I 日本の放送の将来像
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(占領後の)という視点から捉えられている。政

府に単一放送システムを悪用させないためには，

何が必要か。それは，民間・商業放送を開設し，

単一放送システムに競争を導入することである。

そして，放送協会，民間・商業放送に対する監督

機関として， FCCに倣った委員会，つまり放送に

関する行政委員会を設立する。

己の時点で，番組指導を主たる任務とするCIE
が，放送制度改革についてはCCSより一歩先んじ

ていたという点に注意しておく必要があると恩わ

れる。 CCSがごの原則を具体化した文書を作成

し，それを基にGHQとしての政策が日本側に伝え

られるのは，それからなお 9か月後のことであ

る。

IV電波監理委員会設置への道程

(1) 臨時法令審議委員会設置

1946年10月， CCSは過信省 13m信院は1946年7
月l日から逓信省になった)に対し，新恕法の実

施を機会に通信関係法規に全面的な検討を加え，

1)新態法に即応させる， 2)通信を完全に民主化し

て寧による通信統制の痕跡を永久に除去する， 3) 

時代遅れの内容を現代的法体系に改める，ことを

骨子として則通信法規を改正・整備するよう指示

した。

CCSはその|原，特に放送という重要なものが法

律で規定されず，省令，定款，命令書等によって迎

営されている現状を批判し， iお添えものとして他

の逓信関係法律にも言及したJのであった加。

それまで，日本の放送は無線電信法による私設

無線電話の一極として吸われてきた。その法的根

拠は，無線電信法第 2条「左ニ掲クJレ無線電信文

ノ、無線電話ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許

可ヲ受ケ之ヲ私設スjレコトヲ得」の第 6号「前各

号ノ外主務大臣ニ於テ特ニ施設ノ必要アリト認メ

ラレタルモノ」に依ったもので，放送の監理・監

督は，主として，無線電信法の委任に基づく放送

用私設無線電話規則J.および，私設無線電話施設

許可附帯命令書，ならびに民法による社団法人認

可にともなう主務大臣(逓信大臣)の附帯命令書

によって行政措置で行われてきた。

1946年11月l日町逓信省大臣官房に次官を会

長，各局長を委員とする臨時法令審議委員会が設

置され，通信法規の改正に着手した。同委員会は

CCSがGSと協議の上倒，その設置を逓信省に指示

したもので，逓信省各局で作成された通信関係法

規は，国会に提出される前に，委員会からCCSに
送られて審査を受ける仕組みになっていた(案件

によっては， GSなどGHQの他部局の意見が求め

られた)。

(2) 無線電信法改正

1947年2円25日，過信省によって第 l次無線電

信法改正案が作成された。第 l次改正案は，無線

電信法にかなり修正を加えた全8章62条からなる

ものであった。しかし，私設の無線電信電話を対

象とした監理規定ならびに公衆通信を目的とした

無線電信電話事業に関する業務規程を同時に含

み，放送その他の一般私設無線電信電話の許可，

運用基準そのほかは，命令ないし逓信大臣の行政

処分に委ねられるなど，無線電信法と基本的な差

はなかった。ただ，この法律の迎用に関する重要

な事項について，逓信大臣の諮問機関として無線

委員会が設置されたことが新しい点であった，1)。

さらに 4月24日には，第 2次改正案が作成され

た。第 l次案と異なる点は，公衆通信を目的とし

た無線電信電話事業に関する業務規定が，当時無

線電信法と平行して改正作業の行われていた電信

法に繰り入れられることとなったため，とりはず

されたこと，特許Ijl業の章を設け，放送事業の特

許申請の手続き，役員の選解任， }jj(送聴取料金の

認可などに関する規定をまとめたこと，諮問機関

だった無線委員会を誠決機関とし，過信大臣の行

政権に対するチェック機能を強化したことなどで

あった。しかし，第2次案は基本的には第 l次案

と変わらなかった。

その後，中波の放送については放送協会に独占

的に運営させるというCCSの意向が明らかになっ

たため，逓信省は電波および放送に関する一切の

ものを無線電信法改正案の中に規定してきた従来

の立法形式を改め，無線法案(6月21日作成， 7 

月l日から電波法案と改称)および日本放送協会

法案の 2木建てとした。無線法案には無線電信電
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話を含む無線全般に関する規定を設けるととも

に，中波放送については放送協会に独占的に経蛍

させる基礎を設けた相。

一方，日本放送協会法案 (6月24日作成)は中

波による放送事業について規定し，同法案要綱相

によれば「協会は，社会の公器として，中波によ

る無線電話によって時事，教養，演芸その他の事

項を放送し，あまねく公平に，なるべく安い料金

で，公共の聴取に供しもって国民文化の向上に資

することを目的とするjこととし，その組織を公

益社団法人と定め，国民各層の諸分野を代表し内

閣が委嘱する30人以内の放送委員会を協会に設置

し，協会会長 副会長のtm粥，役員人事の承認そ

の他事業運営に関する重要事項の議決機関とし

た。

しかし，日本放送協会法案は会長副会長の指

名権，聴取料金の額および聴取契約事項，事業計

画および収支予算ならびに定款変更，剰余金の処

分および解散決識に関する認可権句協会に業務お

よび財産状況報告を命じる権限など広範な権限を

iill信大臣に認めていた。

(3) 放送事業法案

この日本放送協会法案に対L-.CCSは公益を目

的とするとはいえ，数千名の会員のみで桝成され

る私法人の日本欣送協会を，独占放送の事業休と

して規定することに異議をさしはさんだ州。そこ

で，通信省はオーストラリアの放送無線電話法

(1942年)を参考にして.1947年 7月16日，放送

事業法案を作成した刷。

放送事業法案は，社団法人日本放送協会にかえ

て句新たに「日本放送委員会(当初は日本放送公

団又は日本放送公社と呼称)Jという 3億円全額

を政府が出資する事業官庁的公法人を設立し，こ

れに中波放送事業を独占的に経営させるもので

あった。日本放送委員会の運営は内閣総理大臣が

任命する 7人の委員によって行われ，その業務は

事務長，技師長 I 編集長以下の職員があたり，こ

れらの職員は国家公務員法の適用を受けることに

なっていた叫。

この法案には，放送番組に聴取者の意向を反映

させるため，放送諮問委員会を設置する規定がお
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かれていたほか，中波放送以外の放送について

は，逓信大臣の許可を得れば誰でも運営できるこ

とが定められていた判。これは，日本放送協会以

外に放送事業者を認めることを，初めて法律案で

明らかにしたものであった。

(4) 放送事業法案漏洩事件

放送事業法案の草稿は非公開のまま検討が統け

られたが. r時事新報」が草案の内容をスクープ

し<8' 1947年8月16日付けの同紙紙面に「放送事

業の革新，民主化に公聴会も準備」と題して，そ

の概略が報道され，同法案が第2国会に提出され

る予定だと伝えられた。いわゆる漏洩事件の発端

である。翌17日には，朝日新聞が「“官僚統制は

イヤダ"放送国管に反対，協会，労組そろって気

勢」と題する記事を 2面トップで詳細に報じ. 8 

月18日には東京新聞が「放送事業，固有公営へ」

と題して，放送事業法案要綱を掲峨. 8月24日に

は，読売新聞と毎日新聞がそれぞれ「放送事業の

国管に絶対反対J. r放送事業改普の眼目Jと題

する社説を掲il由L-.いずれも放送事業法案を批判

し，とくに日本放送委員会fljr)は官僚的国営放送化

をはかるものとして強い反対の意見を述べた。

との問題は，開会中の第 l国会でも取り上げら

れ. 8月22日の衆議院通信委員会で，成田知巳委

員(社会党)が新聞で報道された放送事業法案に

ついて政府の説明を求めた。これに対して I 椎熊

三郎政府委員(自由・通信政務次官)は. r過日

新聞に出ております放送の国家管理とか固有とか

いうようなことは，私どもあの新聞を見て実は非

常に意外に思った。しかもああいう記事がどこか

ら出たものやら，ほとんど私どもは忽像に苦しん

でおります。目下私どもとしては，ああいう考え

を毛頭もっておりません。……目下本省におきま

しては何ら具体的な案が整備されておるのではな

い・..J 19'と述べ，過信省としての正式な臨定案

ではないと答えた。

1947年8月27日，三木武夫逓信大臣は，放送事

業法案をめぐる紛糾事態を収拾するため談話を発

表し. r放送事業に国民の世論を採り入れるため

経営は特殊な法人組織にL-.事業は一切法人にま

かせて政府はただ施設について監督する程度にし
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たい。放送国管とか公団組織は絶対に排除する考

えである」との意向を明らかにした制。

(51 ハウギー・メモ

三木逓信大臣が， I放送国管排除Jの談話を発

表した 8月27日， CCS放送課職員ハウギー

(Victor Haugelによって「日本の放送に関する

政策の実施」と題する文暫51)が作成された (9月

12日修正版作成。以下，ハウギー・メモと略

記)。ハウギー・メモは，占領後2年間にわたり

CCSが行ってきた放送に関する調査・研究の成果

を集大成した也のであり，乙のメモを基にGHQ全

体としての放送政策が策定された。

ハウギー・メモは， GHQの放送政策が「民主主

義を諮る手段としての放送メディアを着実に成長

させ，放送メディアの有効性を高める」ことにあ

ると前置きした上で，いくつかの提言を行ってい

る。その内容は，①社団法人日本放送協会を改組

したうえで，中波放送を独占的に迎営させる，②

中波放送以外の放送サービス (FM，テレビ，

ファクシミリなど)は，民間企業のイニシアチプ

に任せる，③放送の規制・監督機関として，国会

に責任を負い，行政府から独立した委員会を設立

するの 3点に要約できる問。③は 2年半後に設置

される電波監理委員会に関する基本的な概念を示

したものであり，以下，その部分を中心にハウ

ギー・メモの要点を記述する。

-放送基本法の制定理由

日本の放送事業を規律する現行法規は旧式で時

代遅れであり，また，中波放送を行っている放送

協会の経営には，同協会の正当な所有者であるべ

き者が参加していない。これらの問題を解決する

ためには，放送基本法を制定する必要がある。

・放送基本法の目的

放送基本法の目的は，公的および民問機関が，

公共の利益のために，放送施設を建設し運用でき

るような基礎を与えること，また，放送の監督

規制委員会を， lrtt立した放送機関として設立する

ことにある。この機関は，中波放送に国民の意志

を反映させるとともに，民間の放送事業者が行う

放送サービスについては，それが公共の利益にか

なっているかどうかを監視することを任務とす

る。

この委員会は日本の中波放送ンステムの所有者

である国民を代表するものであり，その立場で，

中波放送(囲内)および国際放送について，番組

事項を除き，監督・規制を行う機関である。

まず，第 lにこのような国民を代表する機関を

設立することは，絶対に必要である。もし，こう

した機関がないと，中波放送の経営は現在のよう

な無責任のままの状態が続くか(国民の代表が経

営に参加していないこと) ，あるいは政府機関に

責任を負うかどちらかになる。このいずれも望ま

しくなく，また，容認できないロ

第2に，放送の監督・規制委員会は，中波放送

事業について監督を行うだけでなく，将来，民間

企業によって運営される放送局が設立された場

合，公共の便宜，利益，必要性という基準に基っ

き，これらの放送局も規制する。委員会の公的お

よび民開放送迎蛍機関に対する立場は，法律で明

確に規定すべきであり，また，法律で規定するこ

とには何ら問題はない。

第3に，この委員会は特殊な性格と機能を持っ

ているため，放送および通信の双方を監督・規制

しているFCC制度をそのまま導入することは望ま

しくな1'0 なぜなら，この委員会は主として情報

メディアとしての放送を監皆・規律する也ので品

り，通信一般については，主として技術的側面か

ら別の機関が規fljlJするからである。

・放送監督・規制委員会

組織

a放送監督・規制委員会の委員は常任委員，それ

に国会，内閣，最高裁判所，および将来設置さ

れる公的放送機関を代表する者が職権 (exoffi-

cio)によって参加する委員とによって構成され

る。

b最初の常任委員は，国会(衆議院)の承認を得

たうえで内閣総理大臣が任命する。その後，常

任委員は委員会が提出する委員候補者の中か

ら，国会(衆議院)の承認を得たうえで，内閣

総理大臣が任命する。職権によって参加する委

員は，その者が所属するそれぞれの組織が指名

する。
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c常任委員は，任期中に放送問題に関する知識を

十分に取得し，取得した知識を役立てられるよ

うにしなければならない。常任委員の任期は，

そうしたことが可能になるよう設定すべきであ

る。また，この条件はできれば，職権によって

参加する委員にも適用すべきである。

d.常任委員は各租の職業を代表し，それぞれの職

種において優れた業繍，能力，役に立つ経験を

持ち，かつ高潔な人格の持ち主でなければなら

ない。委員はまた，放送に直接あるいは密接に

関係することによって利益をあげている事業体

および産業に対l-.直接的であると間接的であ

るとを間わず，金銭的なつながりを持ってはな

らないロ

e.学識才幹とも優れた人物を，常任委員として確

保するには，かなりの額の報酬が必要である。

委員の報酬は，高い役職に就いている者にふさ

わしい額にすべきである。

t委員会には，委員会の日常的な事務を処理した

り，技術的な援助やアドバイスを行うための事

務局を設置すべきで晶る。

機能

a.委員会には，委員会の運営規則を作成する権限

が与えられる。

b委員会の議事は，原則として国民に公開される

ものとする。委員会は議事録をすべて記録し，

国民から要諦があれば供覧しなければならな

L、。

C.委員会1;1:.国会に対し年次報告書を提出する義

務を負う。

d委員会は立法，行政，司法的権限および機能を

持つ。

e田委員会は，その立法的権限に基づき，放送基本

法の規定を実施するため，また委員会の一般的

な目的を速成するために必要な規則を制定する

ことができる。

t委員会は，その行政的権限に基づき，放送基本

法の規定および委員会の規則を実施するうえで

必要な特権を行使することができる。

g委員会は，その司法的権限に基づき，免許申請

者の助機が公共の利益に叶っているかを決定す

るため，m1!町会を開催し，証人を喚問し，証拠
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書類の提出を要請し，異議申し立てを審査した

りするとができる。

h委員会は独立した機関ではあるが，委員会の活

動および業組については，国会に責任を負う。

委員会の活助および決定事項が，すべて裁判所

の審査の対象になり得ることは当然であるロ

1.委員会は，放送局あるいは放送局オベレーター

に免許を交付したり，その他の技術的な規制業

務について，直接的に関与することはしない。

しかし，委員会は放送局の運営，放送免許，放

送施設，放送サービスの内容，放送サービスの

エリア等が句公共の利益という基準に叶ってい

るかどうかを審査し，放送免許を更新するかあ

るいは停止するかを決定する権限を持つ(放送

に関する技術的な規制，あるいは放送内容に関

係しない事柄については，通信一般を規制する

機関がこれを行うことが望ましL、)。

ただし，委員会は必要があれば，公正な放送

サービスを提供するという観点から，これらの

技術的な事項についても審査する。また，放送

技術に関して手続き的な規制を行う機関がある

放送局に免許を付与した場合，委員会は，問機

関に対し免許付与を決定した理由について説明

を求め，その結果，公共の利益という観点から

みて必要であれば，職務執行上会識を開催し問

機関の決定を覆すことができるロ

以上，ハウギー・メモのうち，放送の監瞥・規

律機関の設置に関し，重要と思われる部分を摘記

した。

ハウギー・メモの眼目は，放送基本法の目的で

述べられているように，放送機関として公的機関

(放送協会を改組し聴取者の代表がその経営に参

加できる新たな放送機関)と民問機関(民間・商

業放送機関)の 2つを設立する基礎を設ける，そ

して，この 2つを監督・規律する委員会を創設す

ることにある。ここで，注目すべき点は，この委

員会が日本版FCCではないと，注意深くくぎをさ

していることである。 FCCは放送・通信の両者を

監督・規制するが，ハウギー・メモで言う委員会

は主として，放送を専管する役割が与えられてい

る。これは後述するように，逓信省が郵政省と電
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気通信省に分離し，後者の外局として電波庁が発

足した時点で問題化する。

(6) フアイスナー・メモ

ハウギー・メモを基に， GHQ部内で意見調整が

行われた結果， GHQとしての放送政策が策定さ

れ， 1947年10月16日， CCS調査課長代理フアイス

ナー (ClintonFeissner)によって，日本側に口頭

で伝えられた。その内容は後に，ブアイスナ一課

長代理によって「日本の放送に対するSCAP削の

一般的示唆の概略を伝えた会議に関するメモ」

(Memorandum for Record Concerning Confer-

ence Outlining SCAP's General Suggestion to a 

Japanese Broadcasting Law)と題した報告書とし

てまとめられた則。いわゆる [7アイスナー・メ

モ」と呼ばれているものであるロブアイスナー・

メモの策定過程で， CCSはGS，ESS，それにCIE

と協議を行った。前2者は特に異議を唱えなかっ

たが， CIEは単一放送組織による独占放送を継続

した場合，アメリカ圏内で「社会主義という批判

を受ける」聞として反対し，将来，民開放送を滋

入して独占制を打破する線拠を法律で明記すべき

だと主張した。

ハウギー・メモは，民間放送を導入する基礎を

与えることを放送基本法の目的に掲げていたが，

CCSがGHQの関係部局に配布したと思われる資料

では悶，中波放送については放送協会を改組した

公共機関による独占的運営を法制化すると述べら

れていた。 CCSはCIEの主張を受け入れ，ブアイ

スナー・メモでは経済状況が許す時がくれば，中

波放送にも民開放送会社相互間，または民閉会社

と公共機関との問に自由競争を発遣させる規定を

法律に設けるという表現になった。

さて，ハウギー メモで提唱された放送の監

督・規制機関は， 7アイスナー メモではどのよ

うに具体化されたのであろうか。ブアイスナー・

メモは次のように述べている問。

日本の放送の基本法はあらゆる租類の放送形

態すなわち，あらゆる放送技術を管理し文囲内

(基本間)放送，海外(国際)放送を運用する

機関の設立を規定しなければならなP，
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この機関はいわゆる自治機関でなければなら

ない。

この機関はすべての日本政府の行政官庁から

雌れて独立していなければならない。

この機関が国会に対し責任を有する様に造ら

れるかどうかということはこの特別な観点から

はさのみ重要ではない。

とにかくそれは自治機関でなくてはならな

。、L それから逓信省からも文部省からも大蔵省か

らもその他如何なる省からも完全に独立し如何

なる者に対しても責任を負うではならない。

それは加何なる政党からも如何なる政府の閥

からも如何なる政府の団体からも又如何なる個

人の集団地、らも如何なる個人の会からも支配を

受けてはならない種類の機関である。

これに比すべきものには米国のTVA(T朗自

nessee Valley Auhorily)又はNewYorkPortAu 

thorilyが品る。

それは国民に奉仕する機関であり，理:tl¥的に

L、えば憲法により民主的に設立され政府を通じ

自己の欲求と希望を表明する日本国民によって

支配される機関であるべきである。

ここに特に注意を願いたいのはSCAPは決し

てこの機関が法律により国内及び海外放送に於

ける独占を唱道しているのではなく実際その反

対を唱道しているという点である

SCAPは同法が，経済状態が許すときが来た

暁には日本に於て民閉会社相互間文は民閉会社

とこの公共機関との聞に放送に於ける自由競争

を発達させる様日本に於ける民間放送会社の助

長に備えた規定を設けることを「示唆」する。

他の言葉を借りていえば同法は将来，現在の

日本の鉄道機構即ち公嘗民営併存方式にも比す

べき放送(運営)方式の発達を許す様にすべき

である。

将来に於ては一方に公共機関により他方に民

営による二つの方式が発達するわけであるから

従ってこの公共機関は主な二つの要素から組成

されなければならない。

第一の要素は監督文は管理部門である。

この監督文は管理部門は規定の条項に従って



 

 

  

放送に関する方策を決定し文公共機関及び民間

会社によって運営せられるすべての放送を免許

文はその他の方法によって管理する。との公共

機関の第二の要素は運営部門である。この部門

へは現在主として日本放送協会によって運営さ

れている放送施設を移管してこれを実際に運営

する。

ハウギー メモで言う放送の臨督規制機関

は， i放送政策を策定するとともに，公共機関お

よび民間会社によって運営されるすべての放送を

免許またはその他の方法で管理」する機関となっ

たわけである。

(7) 放送委員会

第 1次放送法案

通信省は，この7アイスナー・メモを下敷きに

検討を加えるとともに句関係諸国体および行政法

学者などの意見も取り入れ， 1947年 2月20日，放

送法案(第 l次)聞を作成し， 2月28日にCCSに

提出した刷。

同法案は総則，放送委員会，日本放送協会，一

般放送局，放送の受信及び受信機，審理手続・再

審理及び訴訟，罰則，雑則の 8章111か条および

附則から成り，総則第 l章第 l条(法律の目的)

で「この法律は，放送及び放送の受信を公共の利

益句利便又は必要に合致するように規律すると共

にその自由を保障し健全な発達を図ることを目的

とする」と述べ，第 2章に放送委員会の規定を置

L、た。

こうして，ハウギー・メモにその起源を持ち，

7アイスナー メモによって日本側に提示された

放送の監督・規制機関は，とりあえず放送委員会

という形で，初めて法案に登場する。法案第3章

には，放送を運営する機関としての日本放送協会

に関する規定が設けられており， 7アイスナー

メモにいう「自治機関」は，管理部門と迎首部門

が分離されたことになる。

CCSでは ι 放送課が中心となり，乙の l次放送

法案を検討した結果， 1947年 5月8日，第 l次案

に関する意見を盛り込んだ「放送法J (Broad 

casting Law ) 6¥) と題する報告書が作成された。

GHQの占領l町放送政策

間報告書はその中で，法案が「国家的な放送政策

およびその政策を実施する方法を明らかにしてお

らず，また，放送政策および政策実施に関する将

来構怨(放送事業の組織，活動，規flilJについて)

も提示していなL、」と分析し， iまず，放送政策

を立案するために必要な調査・研究，助言，勧告

を行う調査委員会 (boardof inquiry) を設置すべ

きであるJとして，放送委員会の機能を調査委員

会に限定する提案を行った。間報告書は次のよう

に述べている。

放送委員会の機能を調査に限定することは，

CCSにとっては，放送政策を具体的に実施する

段階から放送政策の立案段階へ逆戻りしたとい

えるのだが，それは日本側から放送の基本政策

案が明示されないからである。現時点では，放

送委員会を監督規制機関にするより，開局申

請を出している民開放送会社の調査など，純粋

な調査助言，勧告機関として，放送政策の立

案に資する任務を与えるべきである。

当時， CCS部内では放送を除く通信を専管して

いた無線課から，放送を含む電波すべてを監督・

規制する，法律に基づく国家無線委員会

(National Radio Commission )設置構想が提案さ

れており，放送謀としては，ゆくゆくは放送委員

会をこの無線委員会に吸収する方針だった刷。こ

の無線委員会とは別に，瞥定措置として，放送政

策立案のために調査を行う機関を法制化しておく

のが放送課の提案であったと思われる。しかし，

この提案が法案に生かされた形跡はない。

第2次放送法案

逓信省は， 1947年 5月29日に提示されたCCSの

意見を取り入れ削，関係機関の意見を参考にして

修正のうえ放送法案(第 2次)を作成， 6月6日

および7日に法務庁の審査を受け， 6月15日閣議

決定， 6月17日にGSの承認を得， 6月18日，第 2

国会(芦田内閣)に提出した。

第 2次法案は総則，放送委員会，日本放送協

会，一般放送局，審理子続き・不服の審理及び訴

訟，罰則1.雑則の全7章99条，および附則カ‘ら成

る。その大要は，次のとおりである。
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a放送政策の 3原則として，①放送が情報および

教育の手段，また国民文化の媒体として，国民

に最大の効用と福利をもたらすことを保附する

こと句②放送を自由な表現の均として，その不

偏不党と自律性とを保証すること，③放送に携

わる者の国民に対する直接の職責を明らかにす

ることによって，放送が健全な民主主義に奉仕

し..EI.っそれを育成するようにするごとを，か

かげたこと。

b.社団法人日本放送協会を放送法によって設立さ

れる法人に改組し.これを公共放送実施機関と

したこと。

C.日本放送協会以外の者を一般放送局として，放

送事業が行えるようにしたこと。

d.ljJ(送委員会の決定に不服がある者に対する審理

および訴訟の手続きを規定したこと。

e.放送法を 5年間の時限立法として，内閣総理大

臣はその期間内に放送法の存続改廃について句

国民各層から成る審議会を設置して その勧告

を求めなければならないこと。

さて句放送委員会は第 l次案とおなじく，第 2

章に規定された。

放送委員会は内閣総理大臣の所胞のもとに，総

理府の外局としておかれ. I独立してこの法律の

規定に基つく権限を行うJ( 8条)。放送局の免

許権を持つほか.放送設備および受信設備に関す

る技術要件を制定する(9条)。放送免許の取り

消しなど放送行政上の決定を行う場合.審理手続

きをふまなければならない (69条以下)。この法

律の委任によりまたこの法律を執行するため，規

則市I1定権を持つ(9条)。新設する日本放送協会

の定款ffill定改廃の認可権を持つ (27条)。さらに

協会理事および監事の任命権を持ち (32条) .受

信料額 (39条)句放送俄券の発行および借入金

(43条) .放送の休止および廃止 (44条)などの

業務事項の認可権を持つ。

放送委員会は 5人の委員で桝成され.委員は卓

越した広い経験と識見を持つ35歳以上の者のうち

から，両議院の承認を経て内閣総理大臣が任命す

る (10条)。

以上が放送委員会の概略であるが，第 2次案で

は第 l次案に比べ，日条(一般的権限及び義務)

と23条(放送政策の報告)にかなりの追加規定が

施されている。これは ι 既述したccs放送課の意

見を取り入れたもので，放送課が放送委員会に何

を求めていたかが分かる。以下に，第2次案で 9

条および23条に追加された主な項目を列記す

るo"。
9条

-放送及びその受信に関して，囲内及び国外の，

時宜に適し，且つ権威ある情報を入手し，これ

を第 l条に規定する原則(放送3原則一筆者

注)に照らして分析し及び解釈するとと。

・この法律に従って行われる放送を受信し，これ

を第 l条に規定する原則に照らして分析し.及

び解釈すること 0

・=の法律の範囲内の事項に関し自己の発愈によ

り調査を行うこと，この場合においては.これ

を文書とし，調査した案件及びその結論を，関

係資料を添付して記述しなければならない。

・放送及びその受信の発達に関する研究を奨励し

援助すること。

・現在及び将来の放送政策に関L-.左に掲げる問

題を調査し..EI.つ公衆の利用できる報告書を

もって内閣総理大臣に勧告すること。

イ)放送地域を拡充し，公衆のあらゆる分野に

よって公平に受信されるよう放送業務を改普

する

ロ)放送番組編集の自由を具現する方法及び放送

設備を自由な表現を行うための不偏不党Eつ

公共的な場として，簡易Eつ公平に利用でき

るようにする

ハ)特殊の利益を代表する政治的，経済的，社会

的その他L功、なる団体にも支配されない放送

企業の責任ある経営形態の維持

ニ)放送設備，放送業務及び受信設備の改善に重

大な関係のある政府各機関の機能の強調を確

保するための放送

ホ)放送及び受信に対し政府の行う規律の性質，

範囲及び限度に関し改善を要する事項

へ)教育の目的のためにする放送の利用

ト)国際放送の業務を管理する目的，組織及び方
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式

チ)周波数変調，模写(ファヲシミリ) ，電視

(テレビジョン) ，その他新しい放送業務の

開発方策

リ)その他放送委員会が重要と認める放送政策上

の諮問題

23条

・放送委員会は内閣総理大臣を経由して国会に対

L"毎年常会開会後60日以内に，この法律の施

行状況及び左に掲げる事項を記載した放送政策

報告書を提出しなければならない。

イ)放送の現状(放送及びその受信に関する組

織，施設，提供業務，分布及び財務の状況並

びに放送及びその受信に関連して，国民に重

大な影響のある社会的，経済的，政治的，文

化的その他の事象を含む)

ロ)放送の将来の発達に重大な影響のある技術

的，工学的，経済的，文化的その他の事象の

現在から将来にわたる傾向及び進歩

ニ)放送業務の管理に関する政策について勧告に

基づいてなした改変

ホ)放送に関する政策，監皆組織，運営組織又は

その職務の遂行につき申出のあった変更を実

現するための法令制定及び改廃に関する建言

国会審議

1947年6月18日に第 2国会に提出された第 2次

放送法案は，会期が切迫していたため実質審議に

入れず，両院とも閉会中も継続審議を行うことを

議決しただけで， 7月7日開会した。このうち，

7月28日に開催された参議院通信委員会における

継続審議で，新谷寅三郎委員(緑風会)は，法案

で放送委員会が内閣総理大臣の所轄の下にありな

がら.独立して権限を行うと規定されていること

について「内閣総理大臣は，国会に対しまして

も，放送委員会に関する事項については責任大臣

である。放送委員会が国務大臣，従って内閣とい

うものを過さないで，特に放送委員会そのものが

責任を負うというようなことは，今日の内閣制度

を以てしては考えられないのではなL功、と思う」

と述べ，放送委員会の行政上の権限に対する政府

の見解をただした。

これに対して，政府委員鳥居博(逓信事務官，

GHQの占領l田放送政策

臨時法令審議委員会主査)は，憲法では行政権は

内閣に包括的にあり，放送委員会が独立して行使

する権限は，法律によって内閣から委任されてい

るに過ぎず句 「国会に対しましては町内閣総理大

臣が責任者となります。併し，放送委員会が行い

ました一つ一つの処分につきまして，内閣総理大

臣はその直接の責任は負わないのであります。併

しながら，委員会を監督するという立場から，委

員会に何分の処置をとる，こういう責任は品るわ

けでございまして，国会に対しまして，飽くまで

内閣総理大臣が委員会を代表いたしまして，その

当面の責任者と相成ります。」と答弁した印。放

送委員会が電波監理委員会に発展してL、く過程の

中で，後述するように，この「所轄権」をめぐり

政府とGHQとの閑で激しい攻防が繰り広げられこ

とになる。

1948年10月8日，芦田内閣は総辞職， 10月19日

に第2次吉田内閣が成立した。逓信省は吉田内閣

のもとで開催された第3国会に第2次放送法案を

提出する準備を進めていた。しかし，民自党の要

請で国会は政府に対し，内閣交代と議案輔峡を理

由に同法案の撤回を求めたため刷， 11月10日，逓

信省はこれを撤回した。第 3国会は11月30日開

会，引き統き第 4国会が聞かれたが，会期が短く

(1948年12月1日-23日) ，提出法案は緊急やむ

を得ないものに限定されたため，放送法案は提出

されなかった。

(s) 電波庁創設

1947年2月，逓信省とccsとの問に共同委員会

が設置され，電気通信関係機構の改革に関する共

同作業が進められた。その結果， 1948年 9月9

日， ccsは「逓信省の機構問題に関する共同委員

会報告」と題するGHQ覚書聞とともに「電気通信

機構共同委員会報告書第 l部J (基本編)を逓信

省に送付した。そして， 10月21日には第 l部の内

容を具体化した同2部が送付された。これらの報

告書により，逓信省を郵便業務を主管する郵政省

と電気通信業務を主管する電気通信省の 2省に分

自IJL， ，電気通信省の外局に電波庁を設置すること

などが勧告された。電波庁の目的を扱った第 2部

第4章には「現在においては電気通信省内に新し
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い(電波の)規律機関を設けるのが適当と考えら

れる。この機関は後には独立の委員会(コミソ

ション)又は庁となるものと予想される。しかし

かかる性質の事項を独立の政府機関によって取り

扱った先例と経験とが日本政府にはないので，当

分必要な経験を得るまで現在の提案が採用される

べきであると思う。従ってこの提案は，とりあえ

ず過渡的機闘を現在の電気通信省内に設置し，将

来望ましく思われかつ実行可能になった時にそれ

を国会の立法活動によって通信関係のあらゆる政

府機関および個人から完全に独立させるよう提案

するものである醐」という記述があった己とが注

目される。将来，電波庁の機構改正はこのとき，

すでに予想されていたのである。

これらの覚書や報告書に基っき作成された電気

通信省設置法案および郵政省設置法案は，第3国

会の審議を経て， 1948年12月15日公布， 1949年6

月1日から施行された。

電波庁の所掌事務は，電波の統制・監視・規律

とされたが句そうなると，放送局に対する免許付

与等の電波行政に関して，放送委員会との間に管

哨上の問題が生ずる。第 2次放送法案第 9条で

は，放送局の免許の付与・更新・拒否取り消し

等は，放送委員会と電波庁との聞の協議事項と

なっていたからである。

このためccsはLSと検討した結果， 1948年12月

30日， 2つの機関の管轄権限の調整に関する一応

の原則を決定し刷， 1949年 l月4日，逓信省に提

示した70)。それによると，放送政策に関する事項

は放送委員会の責任とする。放送局免許申請につ

いては，放送委員会が申寄j替を受理し，それが公

共の利益に合致しているかどうかなどを審査し，

合格すれば申部曹を電波庁に送付する。電波庁で

は混信の有無など主として技術的側面から審査

し，問題がなければ放送局建設許可証を発行し，

許可証は放送委員会を通じて申訪者に交付され

る。そして，建設許可証に基づき建設された放送

局が電波庁の検査に合格した場合，委員会と電波

庁の合同の免許証が交付される，というもので

あった。

(9) 放送委員会制の放棄

1949年6月1日，電気通信省の外局として電波

庁が設立され，それに伴って従来の官房臨時法令

審議委員会は廃止され，新たに官房審議室が設置

された。電波庁は官房審議室と密接な迎絡をとり

つつ，懸案となっている放送法案の作成を進め，

1949年6月17日，新放送法案要綱をccsに提出し

た71)。

同要綱聞の第 2章には，これまでの法案にあっ

た「放送委員会」に代わり， I電気通信大臣の権

限及び職責並びに放送審議会」があてられてい

た。放送行政機関の合議制行政委員会方式である

「放送委員会Jを廃止し，その権限を独任制の電

気通信大臣に移すというものであった。そして，

「放送が公共の利益，利便および必要に奉仕する

ことを保障するためJ，電気通信省内に放送審議

会(衆参両院の承認を得た上で内閣総理大臣に

よって任命される 5人の委員で桝成)を設置する

規定が設けられた。放送審議会は国家行政組織法

による協議機関として電気通信大臣に付属する諮

問委員会であり，同法による委員会，いわゆる行

政委員会ではなかった問。

電気通信大臣は，次の事項について必要な措置

をする場合，放送審議会に諮り，その決定を尊重

することとされた。

・放送行政に関する法令の立案制定

・放送局の開設及び受信に関する基本プラン

・放送局の免許の交付，拒否，取り消し，更新，

及び免許に関する事項の見直し

・放送に関する国際会議，地域協定についての政

策決定

・現在および未来の放送に関する報告書の作成

・放送施設の他人への譲渡および賃貸の承認

・放送出力・放送時間・周波数・コールサインの

変更

・放送事業の停止

・日本放送協会役員の任命

・日本放送協会定款の改正

・日本放送協会の受信料額の決定

・電気通信大臣に対する異議申し立てに関する聴

聞の開催

委員会制の放棄は，フアイスナー・メモに示さ
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れた，放送行政機関は「すべての日本政府の行政

官庁から離れて独立していなければなら Lリとす

るGHQの放送政策を完全に否定したものであり，

当然GHQからの反発を招くことになった。

(10) 電波監理委員会構想

1949年6月20白川町 CCS局長パック代将

IBrigadier General George Back。代将は大佐と

少将との中閥の位を指す一筆者注)は，電気通信

大臣小沢佐重喜と官房長官増田甲子七を招致し，

6月17日にCCSに提出された放送法案に対する回

答を与えた問。パ yク代将は電気通信大臣のほか

に増田官房長官を招致した理由について. r無線

法規は日本の復興に重大な影響を与える。また，

本日，提言する事項の中には官房に直接関係する

ものがあるためだ」と説明したうえで.CCSおよ

びCIEとの共通意見であるとして次のように述べ

た。

次の国会に無線に閲する法律案 I1つあるい

は抱数になるかもしれなL、)を提出されたい。

法案には，①総理大臣の下に電波監理委員会

IRadio Regulatory Commission )を設置す

る、②民開放送局を開設する，③放送番組の編

集の自由を認める(制限規定は法律で明記すべ

き) .④日本放送協会を改組する句という 4つ

の基本原則を盛り込むべきである。

電波監理委員会を総理府に置くのは，問委員

会が民問機関，および電気通信省，運輸省，暫

察など政府機関が使う電波一切を規律するため

である。委員会は国会の承認を得て内閣総理大

臣が任命する 5ないし 7人の委員で榊成され

る。

電波監理委員会の主たる任務は，電波が公

平・公正有効に使われ，それが公共の利益，

利便および必要性に資するようにすることであ

る。

パ yク代将の説明に対し，小沢電気通信大臣

はl 日本では恕法により行政権は内閣にある。電

波監理委員会が政府の政策とは異なる行政決定を

下しでも，委員会は独立機関であるから，政府，
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つまり町内閣および内閣総理大臣は何ら対抗措置

がとれず，委員会の決定に責任をとれなくなる。

電波監理委員会は，連l愉審議会のような審説会に

すべきであると述べた。

乙のパソク・小沢会談は. 7月25日にも行われ

間，パソク代将は rccsの勧告には十分な関心を

払って欲しいが，この勧告は決して命令や指示で

はなL、」と述べた。小沢電気通信大臣は. r勧告

は“示唆"と受け止めている」と応え句先に示さ

れた 4原則のうち 3点には完全に同意するが，電

波監理委員会の設置については，委員会の形式お

よび日本政府との関係をめぐって，政府部内に議

論があると説明した上で，電波監理委員会が問

迫った判断を下しでも，大臣がそれにすぐ対応で

きるよう，電気通信大臣の下に置くのが最も適当

だと思うと述べた。

これに対してパック代将は，小沢案は諮問委員

会に過ぎないと主張し，電波監理委員会は特定の

省庁にも従属しないという意味で「独立してい

る」のであり，政府そのものから独立した「自治

機関」ではないと説明した。

ccsが提案した電波監理委員会は，放送を含む

すべての無線行政を担当する機関であり，これは

ハウギー メモ以来.GHQがとってきた放送行政

と一般可E波行政を別々の行政機関で行う 2本建て

方式の改定を意味した。つまり。電気通信省の外

局として一般電波行政を行う電波庁を廃止し，そ

の機能を放送委員会とともに，合議制の行政委員

会である電波監理委員会に吸収しようとするもの

で，まさしくアメリカのFCC方式の導入であっ

た。

(11) GS，委員長国務大臣制に反対

パック代将からの“示唆"を受けた電気通信省

では，電波庁が中心となり，政府と電波監理委員

会の関係，委員会の機能，組織，委員の選任など

について検討した結果.1949年9月17日，電波監

理機構について次のような決定を行った問。

・総理府の外局として，電波監理委員会を設置す

る。

・電波監理委員会は，委員長 l人及び6人をもっ

て組織し，委員長は国務大臣をもって充てる。
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-内閣は内閣総理大臣の諦求のあったときは，電

波監理委員会の議決を審議し，その意見を付し

て電波監理委員会に対し，その事項を再議すべ

きことを命ずることができるようにする。な

お，電波監理委員会が再議せず，または再識に

当たり内閣の意見を十分に尊重しないときは内

閣総理大臣は，電波監理委員会の議決を変更す

ることができるようにする。

・電波監理委員会に事務局として電波監理総局を

を置くごととするロ

電波監理総局の長は，電波監理長官とし，電波

監理委員会の指抑監督を受け，電波監理総局の

事務を掌理する。

そして，電波監理委員会に関する規定は，別に

独立させて電波監理委員会設置法とし，これと放

送法および電波法の 3本建てにすることになっ

た。これらの電波3法の立案は， CCSとの数度に

わたる折術の末に了解を得， 1949年10月12日に閣

議決定のうえ， GSに提出された。

GSは電波監理委員会設置法について，①委員会

の委員長に国務大臣をあてる規定を削除するこ

とl ②内閣は内問総理大臣の請求に基づき委員会

議決を審議し，その再識を求められるが，再説の

後は内閣および内閣総理大臣はさらにこれを審議

しまたは再識を求めることはできないようにする

こと，の 2点在日本側に要求してきた。

電波庁は， GSの修正要求に対し，原案はCCSと

長期間にわたり折術の末，承認されたものである

として拒否した加。事実， CCSは1949年10月28日

の段階でGSに対し， r電波監理委員会設置法案に

ついては，国務大臣が委員長になることに危慎を

持つが，日本側との妥協も必要であり，現時点で

は考えられるものの中ではベストだと思われる」

聞と説明している己とから，日本側の主張には根

拠があったといえる。

(1司 マッカーサー書簡

しかし， GSはこの 2点については譲らず，

GHQ参謀長に提出した報告書「日本の無線政策を

樹立するための法律案J (Proposed Legislation 

Establishing a National Radio Policy in ]apan， 1949 

年11月29日付け)醐で次のように述べた。

電波監理委員会が国務大臣の下に置かれるこ

とは，単に同委員会の形を変えることにとどま

らず，アメリカ社会の経験の中で発展・成長し

てきた行政委員会システムの根幹を揺るがすも

のであり，公正な規律という原則を無視しよう

とするものである。

電波監理委員会の委員長に国務大臣が就任す

るようになれば，電波行政を行う行政委員会の

原則が崩れることになり，そうした先例ができ

ることで，やがては他の分野の行政委員会の原

則までもが崩れ始め，これを防止するととは非

常に難しくなる。したがって，この日本側(電

気通信省)の助きを阻止するとともに，各分野

における行政委員会の独立性が将来も保持され

るよう，今ここで，日本人に対するガイダンス

として，基本原則を声明しておく必要がある。

この租の声明は，迎合国軍最高司令官

(SCAめから内閣総理大臣宛の書簡という形

をとるのが最もよく，書簡では，この問題に関

わる政治的原則について論ずるとともに，提案

されている電波監理委員会設置法の修正部分を

勧告することが望ましいと思われる。

そして， 1949年12月5日，'7ソカーサー迎合国

軍最高司令官から吉田首相宛に書簡が送られた。

書簡はその中で，電波監理委員会設置法案には

「委員会が外部の党派および機関の直接の制即Jま

たは影響に対し適切な保障が設けられていないこ

と，すなわち，委員長を国務大臣とすることおよ

び内閣が委員長の決定をくつがえす権限を也って

いることは，まさに委員会の独立性を根本的に否

定するものであって，この 2点を削除すべきであ

る」と述べた刷。

吉田内閣が7 ッカーサー書簡を受け入れたこと

により，電波庁では同書簡の趣旨を組み入れ句電

波監理委員会設置法案を修正のうえ， 1949年12月

23日，第7国会に提出した。その後，同法案につ

いては，国会審議の過程の中で，再度，委員長に

国務大臣をあてるという修正が試みられたが， GS 

はこれを断固拒否したため，電波監理委員会設置

法は政府提出原案のまま成立し， 1950年 5月2
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日，放送法，電波法とともに公布され，同年 6月

l日に電波監理委員会が発足した。

委員会の構成は，次のとおりであった。

委員長

副委員長

委員

富安謙次(元逓信次官)

網島毅 (電波庁長官)

岡咲恕ー(法務府法制意見局第 l部

長)

瀬川昌邦(元東京都電気試験所長，電

通省運営審議会委員)

坂本直道(元満鉄欧州事務所長)

抜山平一(東北大学工学部教授，電波

技術審議会委員)

上村仲ー(元駐満公使)

おわりに

電波監理委員会は.1950年6月l日に設置さ

れ.1952年8月1日，行政整理の一環としてその

組織および機能は郵政省に吸収された。まことに

短命ではあったが，その問，電波法施行規則，無

線局免許子統き規則，無線局運用規則，無線局

(放送局を除く)開設の摂本的基準，放送局開設

の線本的基準，電波監理委員会聴聞規則など主要

規則のほぼ全部を制定した。聴聞については諸規

則案に関する聴聞のほか，白黒式テレビ放送に関

する送信の標準方式案についての聴聞など19回開

催された問。

さらに，民間放送については一般放送事業者の

放送局開設，テレビジョン放送局の予備免許の付

与なども行い，電波監理行政において重要な役割

を果した。

ブアイスナー メモなど占領下の放送政策に深

く関与した7アイスナー氏は，次のように述べて

L、る831。

1950年.51年当時を振り返ってみると.GHQ 

の職員，特に電波監理委員会を設立する任務に

あった職員は，日本に本当に民主的な政治が確

立するだろうか，本当に民主的な手続きが確立

するかどうかに自信がなかったのではないか。

もl...ある意味で妥協ということが行われてい

GHQの出領!町放送政策

れば，あの当時芽生えつつあった日本型の民主

主義的な議会制度の中に，電波監理委員会を設

立することができたのではないかロ妥協の結

果，現在也電波監理委員会は存続していたかも

しれない。

GSから参謀長に提出された報告書は，日本的民

主主義に合わせた妥協は一切行わず，アメリ力的

民主主義に基っく行政委員会の原理・原則を説く

よう提言した。それは，もl...電波監理委員会で

日本側に妥協すれば，他の行政委員会についても

妥協を余儀なくされ，行政委員会そのものの理念

が崩嘆することを恐れたからであった。

その電波監理委員会は，占領が終り日本が独立

するとともに消滅する。わずか. 2年 2か月の命

でしかなかった。

電波監理委員会は.FCC方式を導入したものと

言われる。確かに，パソク勧告を受けたことによ

り，最終的にはFCCを模した行政委員会となった

が，本稿で述べたように，ハウギー・メモの時点

では，放送行政と電波行政は異なった機関が担当

するととになっていた。 GHQがなぜ，その方針を

改め，放送行政と電波行政を一体化したFCC方式

の電波監理員会の設立に踏み切ったのか，その理

由およびプロセスを正しく理解するには，今後さ

らにGHQ文書に基っき句放送のみならず通信を含

めたGHQの電波政策全体を実証的に分析する作業

が必要であるように思われる。

(こうごえいき)

〉主

本柿で利用したCCS文書は I 現在すべて国立国会図

書館忠政資料室がマイクロフィッシュで所蔵してい

る。ただし I 利用資料の中には忠政資料室がマイクロ

フィッシュ化する前に， NH附皮送文化研究所が直接米

国立公文由館で入手したものも品る。このため I 資料

の出典については，前者は例えば.CCS一マイクロ

ブイ yシュ番号，後者はCCS-B一番号 (Bは文書が

納められている公文書館のボックス=ダンボール箱)

とした。なお， CCS以外のGHQ文書はすべてマイクロ

ブイッシュ番号で表記した。

1) 1090-CAC-237. In CongressionaI Information 
Inc.(1987). Post Wor1d War II Foreign Policy 
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送立法J p.360 
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2η アメリカの f1934年通信法」によって設立された

JU¥立行政委員会。辿邦議会に責任を負い，放送免

許の付与，電話料金の設定など欣送および通信の

監督・規制を行う。
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30)中部日本放送株式会社編(1959) r民間放送史」
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75) 1949年6月23日，電波庁担当官がノf';1 ク代~ij'の発

言内容を確認するためCCSを訪れた際.同担当官

はパック代将が電気通信相らを招致した理由をた

ずねている。これに対してCCS担当官は「電通省

案に対する解答で品るとも了承されても宜いリ
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